
様式第４号（第１５条関係） 

 

会 議 録  

 

１ 附属機関等の会議の名称  令和５年度第１回美里町防災会議・水防協議会  

 

２ 開催日時  令和５年１０月３０日（月）午後２時から午後３時まで  

 

３ 開催場所  美里町役場本庁舎 ３階 会議室  

 

４ 会議に出席した者  

 （１）委 員  別添のとおり  

 （２）事務局  防災管財課 課長 及川 淳一  

同課課長補佐兼消防交通防犯係長 伊勢 美智留  

同課主事 成澤 まどか、荒関 晋  

 

５ 議題及び会議の公開・非公開の別  公開  

 

６ 非公開の理由  

 

７ 傍聴人の人数  ０人  

 

８ 会議資料  別添のとおり  

 

９ 会議の概要  

 （１）議題  

    美里町地域防災計画の改定について  

（２）詳細な意見  

   別紙のとおり  

   

  



事務局  

伊勢補佐  

本日はお忙しいところ、第１回美里町防災会議・水防協議会に

御出席いただき、ありがとうございます。本日司会を務めます、

防災管財課 伊勢と申します。よろしくお願いします。  

さて、会議に先立ちまして、新たに本会議委員をお願いした皆

様に美里町防災会議・水防協議会委員委嘱状を交付させていただ

きます。  

なお、お時間の都合上、全員のお名前をお呼びした後、代表受

領とさせていただきます。  

事務局  

及川課長  

（新たに委員となられた方々の名前を読み上げる。）  

相澤会長  （代表受領者へ委嘱状交付）  

事務局  

伊勢補佐  

新たに委員となられた皆様方の委嘱状につきましては、あらか

じめお手元にお配りさせていただいておりますので、御了承くだ

さい。  

事務局  

及川課長  

ここで、次第にはございませんが、本会議の事務局職員を御紹

介させていただきます。  

（事務局）  （事務局あいさつ）  

事務局  

伊勢補佐  

只今より、令和５年度第１回美里町防災会議・水防協議会を開

催いたします。  

事務局  

伊勢補佐  

それでは、開会にあたり美里町防災会議・水防協議会長であり

ます、美里町長 相澤清一より御挨拶申し上げます。  

相澤会長  （開会挨拶）  

事務局  

伊勢補佐  

本日の会議ですが、委員名簿１１番 美里建設課遠山委員は、

本日所用のため欠席と御連絡を頂いております。  

 なお、美里町防災会議・水防協議会条例第５条第２項「会議は、

委員の２分の１以上が出席しなければ開くことができない。」とあ

ります。本日の出席委員は、現在、２５人中２３人が出席してお

りますので、本会議が成立していることを報告します。  

美里町防災会議・水防協議会条例の第３条第２項「会長は、町

長をもって充てる。」とあり、同じく第５条第１項に「会長は、会

議を招集し議長となる。」と規定されておりますことから、今後の

議事は、会長を議長として進めさせていただきます。  

なお、ここからは、会長を議長とし進めさせていただきます。  

相澤会長  それでは、美里町防災会議・水防協議会条例の第３条第２項「会

長は、町長をもって充てる。」とあり、同じく第５条第１項に「会

長は、会議を招集し議長となる。」と規定されておりますことから



議長を務めさせていただきます。  

会議録署名委員は議長より指名させていただきます。委員名簿

２０番  美里町婦人防火クラブ連合会  加藤 彰子委員と２１番  

美里町社会福祉協議会 黒沼 篤司委員 代理 小野 俊次委員

を指名いたします。  

皆様よろしくお願いいたします。  

なお、美里町防災会議・水防協議会会議は、原則公開となって

おります。本日の会議内容については、後日、町のホームページ

で会議録を公開させていただきますこと、御理解願います。  

相澤会長  それでは議事に入ります。  

美里町地域防災計画の改定について、事務局から御説明いたし

ます。  

事務局  

成澤主事  

（美里町地域防災計画（第１編から第３編）の改定について説明） 

事務局  

荒関主事  

（美里町地域防災計画（第４編）の改定について説明）  

相澤会長  ただいま、美里町地域防災計画の改定に関しまして、事務局か

ら御説明いたしましたが、御質問や御意見等ございませんか。  

小野（久）委員  地域防災計画（第１編から第３編）の改正案２１４ページ、  

新旧対照表７３ページの第２節 地盤にかかる施設等の災害対策 

第１ 土砂災害防止対策の推進について、今回の改定案では項目

が削除されていますが、補足説明をお願いします。  

事務局  

成澤主事  

御質問ありがとうございます。  

土砂災害防止対策については、改正案３３ページから３５ペー  

ジ、新旧対照表６ページから８ページの「第２編 風水害等災害

対策編 第１章 災害予防対策 第１節 風水害等に強い町土づく

り 第２ 土砂災害予防対策」におきまして、同様の内容を記載し

ておりますので、先述しております内容を準用するという形で削除

いたしました。  

髙嶋委員  地域防災計画（第４編）内の専門用語「UPZ」、「PAZ」、「OIL」

について、どのようなものか説明をお願いします。  

事務局  

荒関主事  

御質問ありがとうございます。  

PAZ、UPZ は、原子力災害対策指針に示されている原子力災害

対策重点区域でございまして、PAZ が原子力発電所から概ね 5km

圏内にある地域、UPZ が原子力発電所から概ね 5km から 30km

にある地域を指します。それぞれ、原子力発電所で事故が発生し



た場合の発電所の状況によってとる行動が異なっており、原子力

災害対策指針では、例えば、全面緊急事態と呼ばれる事態に至っ

た場合、PAZ にお住いの方々は避難を、UPZ にお住いの方々は屋

内退避することとなっております。  

OIL につきましては、防護措置の目安となる放射線量を示した

レベルでございます。例えば、OIL2 は空間放射線量率が毎時２０

マイクロシーベルトを超えたものを指し、これに該当する地域で

は、１週間程度以内の避難又は一時移転をする目安となります。

その他、飲食物の摂取、出荷制限をする目安の OIL 等がございま

す。  

原子力については、専門用語が多く大変わかりにくい部分もあ

るかと思いますので、次回の会議に向けて専門用語を取りまとめ

た資料を準備させていただきたく存じます。  

相澤会長  ほかに御質問等がなければ、事務局案のとおりとしてよろしい

でしょうか。  

（委員一同）  （それぞれ承諾）  

相澤会長  ありがとうございます。  

それでは、事務局案のとおり進めてまいります。  

続きまして、５  その他ですが、事務局からありますか。  

事務局  

及川課長  

事務局から今後の日程等についてお知らせいたします。  

次回会議は、当初１２月の開催を予定しておりましたが、スケ

ジュールの都合上、令和６年２月の開催を予定しております。  

議題につきましては、地域防災計画の改定についてということ

で、委員の皆様に本日御審議賜りました事項について、調整した

原案を御提示させて頂き、御審議を賜りたいと思います。  

なお、美里町地域防災計画につきましては、この後パブリック

コメントを実施し、本日頂いた御意見・御要望、また、パブリッ

クコメントに御意見等ございましたら、そちらも含めた形で調整

し、再度、この会議で皆様に御審議いただく予定となっておりま

す。  

 また、本会議終了後に御意見やお気づきの点などがございまし

たら、１１月６日（月）まで、事務局にお電話をいただきますよ

うお願い申し上げます。  

以上になります。  

相澤会長  以上で、議事のすべてが終了しました。  

本会議にて審議いたしましたとおり進めてまいります。  



委員の皆様には、議事運営に御協力を頂きありがとうございま

した。  

事務局  

伊勢補佐  

以上で、令和５年度第１回美里町防災会議・水防協議会を終了

いたします。皆様大変ありがとうございました。  

 

 

 上記会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名します。  

 

 

  年  月  日  

 

 

 委 員          

 

 

 委 員          



番号 機 関 名 職 名 氏   名 根拠条例 備考

1 美里町 町長 相澤　清一
第３条
第２項

2
国土交通省　東北地方整備局
北上川下流河川事務所

所長 斉藤　喜浩
第３条

第５項第１号
代理出席
副所長　石井　貴範

3
国土交通省　東北地方整備局
仙台河川国道事務所

所長 田中　誠柳
第３条

第５項第１号
代理出席
地域防災調整官　八木沼　淳一

4 宮城県北部地方振興事務所 所長 駒井　達貴
第３条

第５項第２号

5 宮城県北部土木事務所 所長 鈴木　光晴
第３条

第５項第２号

6 宮城県北部保健福祉事務所 所長 田代　浩一
第３条

第５項第２号

7 宮城県遠田警察署 署長 富士　正義
第３条

第５項第３号
代理出席
警備課長　佐藤　剛

8 美里町 副町長 須田　政好
第３条

第５項第４号

9 美里町総務課 課長 佐野　仁
第３条

第５項第４号

10 美里町健康福祉課 課長 渡辺　克也
第３条

第５項第４号

11 美里町建設課 課長 遠山　薫
第３条

第５項第４号
欠席

12 美里町長寿支援課 課長 相原　浩子
第３条

第５項第４号

13 美里町小牛田保育所 所長 阿部　恵子
第３条

第５項第４号

14 美里町教育委員会 教育長 大友　義孝
第３条

第５項第５号

15 大崎地域広域行政事務組合 消防長 櫻井　俊文
第３条

第５項第６号
代理出席
遠田消防署長　中楯　正宏

16 美里町消防団 団長 木村　常雄
第３条

第５項第７号

17
東日本旅客鉄道株式会社
東北本部　小牛田統括センター

所長
小牛田駅長

渡邉　和利
第３条

第５項第８号

18
東日本電信電話株式会社
宮城支店

課長 渡部　勉
第３条

第５項第８号
欠席

19
東北電力ネットワーク株式会社
古川電力センター

所長 安部　誠
第３条

第５項第８号

20 美里町婦人防火クラブ連合会 会長 加藤　彰子
第３条

第５項第９号

21 美里町社会福祉協議会 会長 黒沼　篤司
第３条

第５項第９号
代理出席
副会長　小野　俊次

22
社会福祉法人こごた福祉会
養護老人ホームひばり園

施設長 小野　久恵
第３条

第５項第９号

23 美里町民生委員児童委員協議会 会長 木村　明子
第３条

第５項第９号

24 美里町行政区長会 会長 加藤　芳郎
第３条

第５項第９号

25 美里町行政区長会 副会長 髙嶋　秀治
第３条

第５項第９号

令和５年度第１回美里町防災会議・水防協議会　出席者名簿


